
京都市告示第   号 

 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）による医療支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項に規定

する支援給付を含む。）のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第５０条の

２（中国残留邦人等支援法第１４条第４項（改正法附則第４条第２項において準用する場

合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定による事業の廃止等の届出があり

ました。 

  平成２６年４月２４日 

京都市長 門川大作   

医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

河内眼科 
伏見区桃山町山ノ下３２番地近鉄百貨店

桃山店２Ｆ 

平成26年1月

31日 

松浦産婦人科医院 山科区勧修寺東栗栖野町１８の４ 
平成26年2月

28日 

堀川歯科医院 
上京区堀川通上立売上る芝之町５１１エ

バーグリーンヴィラ堀川１Ｆ 

平成25年12

月31日 

田村歯科医院高辻診

療所 

中京区壬生相合町３３－１八千代ビル１

階 

平成26年3月

1日 

岩瀬歯科医院 南区唐橋経田町２３ 
平成26年2月

25日 

ハザマ薬局 
中京区壬生坊城町５３－６ 壬生坊城ビ

ル１－１ 

平成25年12

月15日 

センター薬局 右京区嵯峨折戸町２０－２４ 
平成26年3月

25日 

みどり調剤薬局 西京区山田車塚町１５－３ 
平成26年3月

3日 
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医療機関所在地変更     

名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

バプテスト緩和ケア訪問

看護ステーション 

左京区北白川山ノ元町

４７ 

左京区北白川上別当町

３－７ＭＢＣビル２Ｆ 

平成 26年 4月

1日 

 

医療機関休止 

名   称 所   在   地 休止年月日 

桂西口安藤歯科診療所 
西京区川島有栖川町５０－１ 桂西口駅前

ビル２階 

平成26年 1月

24日 

 

施術者廃止     

名   称 所   在   地 施術者 廃止年月日 

石川接骨院 中京区西ノ京南上合町７４番１－２

グランメール太子道Ｂ店舗 

石川 博隆 平成 26年 3月

1日 

 

施術所名称変更 
    

施術者 施術所の名称 変更前名称 所   在   地 変更年月日 

松岡 政三 まつおか接骨院 まつおか接骨鍼灸院 北区大将軍東鷹司町

１２６番地 

平成26年3月

1日 

                        

施術者所在地変更 
    

施術者 施術所の名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

橋田 豊彦 上高野治療院 左京区上高野

隣好町２－５ 

左京区八瀬野瀬町２６７ 八瀬鱒ノ

坊アーバンコンフォート３１３ 

平成 26 年 

4月 1日 

 

 

                        



施術者辞退     

名   称 所   在   地 施術者 辞退年月日 

並木治療院 西京区桂坤町４９の２ 並木 道則 
平成 26年 4月

1日 

                       （保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


